




















補足資料

内閣府『令和4年版　少子化社会対策白書』p.22より抜粋

［出典］　文部科学省　「私立大学等の令和３年度入学者に係る学生納付金等調査結果について参考２」より作成
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（グラフ上の数値は「総数」の選択率であり、カッコ内は第14回調査（2010年）の結果。）
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主 旨 説 明

　「すべての学生を対象とする」普遍主義的支援※２の導入を提言します。日本政

府は2012年に、高校・大学までの段階的な無償化を定めた国際人権A規約（13

条2項b、c）の適用留保を撤回し、そのことを国連に通告しており、高等教育の無

償化を進めていくことは国際公約となっています。

　日本の高等教育（大学等）への公的支出は、GDPの約0.6%と、OECD平均の

約半分にとどまり、その結果、日本では大学等にかかる費用は私費に頼らざるを

得ず、教育費の公的支出の割合は約3割※3にとどまっています。高等教育におけ

る公財政支出の対GDP比をOECD平均（約1.2％）まで引き上げることを当面の

目標にすべきです。

　究極的な目標を「高等教育の無償化」に置くとしても、それを短期間で一気に

実現するには、財政面からも大きな壁があります。それを考慮し、「大学・短大・専

門学校の授業料を現在の半額とする」ことを当面の目標として提言します。

　普遍主義の最も優れている点は、人々の間に分断をもたらさないことです。普

遍主義を掲げることで、すべての学生・保護者に「教育費負担軽減」に向けた取り

組みへの参画を呼びかけることができるようになるのです。

※1	 国立大学、私立大学、専門学校の授業料の総額は概算で2兆8193億円となり、これ
を半額にするには1兆4456億円が必要。2022年度の日本のGDPは546.0兆円なの
で、授業料半額はGDPの約0.26％で達成できることになる。

大学・短大・専門学校の授業料を現在の半額※1とする。

提言

1

※2	 普遍主義的支援とは、対象を選別することなくすべての人を対象として支援を行う
こと。
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※3	 日本の高等教育費に占める公的支出の割合（2018年）

	 授業料半額は、提言2の大学等修学支援制度の改善と組み合わせても、日本の高等
教育への公的予算の対GDP比をOECD諸国平均並みに引き上げれば実行可能であ
ることを付記しておく。

	 なお、大学等修学支援法の対象者を年収380万円未満の世帯から、600万円まで拡
大するためには、GDPの約0.16％～0.31％で可能となる試算である。
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OECD（2021）Education at a glance 2021より作成

提言

2 大学等修学支援法の対象者を中間所得層まで拡大する。

支援対象の上限を現在の標準世帯（4人世帯）年収380万円から、

標準世帯（4人世帯）年収600万円まで拡大する。

支援対象の年齢制限は撤廃し、すべての年齢を対象とする。

主 旨 説 明

　大学等修学支援法の対象者が、高等教育進学者の1割未満（約31万9000人、

大学・短大・専門学校進学者の約9％、2021年度）にとどまっている現状を改善し、

支援対象を中間所得層まで拡大することで、選別主義※4の改善を提言します。

　厚生労働省の2020年の「被保護者調査」によれば、3人世帯の生活保護費に

相当する「最低生活費」の全国平均年額は約272万円です。生活保護世帯の場
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※4	 選別主義とは所得などによって支援が必要な対象を選別すること。　

主 旨 説 明

　2012年には無利子37万人・有利子91万人だった貸与型奨学金の利用者数

は2020年には無利子48万人・有利子71万人となりました。「有利子から無利子

へ」の移行は進んでいますが、一刻も早く「無利子<有利子」の状態から、「無利子

>有利子」を実現することが望ましいと考えます。税投入の増加による無利子奨

学金の増加に加えて、有利子分についても国による税補給を積極的に行うことな

どによって、実質的に無利子化を加速化させることを提言します。

貸与型奨学金について

「有利子から無利子へ」を加速化する。

合、公租公課の負担が免除されるので、低所得層が生活保護を受けないで最低

限の生活を営むためには、保護基準よりも高い所得（約272万円×1.4＝約381

万円）が必要となります。2020年の昼間学生の1年間の学費･生活費は約181

万円、私立大学で下宿等の学生の1年間の学費・生活費は約241万円です。仮に

4人家族で、3人が生活保護水準で暮らし、子ども1人を大学に通わせた場合、3

人の最低生活費（約381万円）+昼間学生の学費･生活費（約181万円）＝約562

万円、3人の最低生活費（約381万円）+私立大学で下宿等の学生の学費・生活費

（約241万円）＝約622万円となり、1年間で約562万～約622万円のお金がか

かることになります。

　そこで大学等修学支援法で現在、授業料の減免などの支援対象となっている

380万円未満世帯までは一律に学費を全額免除とし、支援対象を世帯年収600

万円まで拡大することを求めます。

提言

3
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提言

4

主 旨 説 明

　2020年の奨学金利用者数は、給付約32万人、無利子48万人、有利子71万人

でしたが、給付対象者が無利子、有利子それぞれを上回り、「貸与中心から給付

中心」への移行を加速化させることを提言します。学費負担と生活費負担の違い

を考慮し、現在同一になっている大学等修学支援法の学費減免の対象年収と給

付型奨学金の対象年収を切り離して学費減免対象者以外も給付型奨学金を受

けられるようにすべきです。

　諸外国と比較すると、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、韓国と比べて日本の人

口当たりの大学院修士号取得者数、博士号取得者数の比率は低い水準にとどまっ

ています。今後の日本の学術研究の発展や、研究者・高度な専門職養成のために、

大学院修士課程・博士課程学生への給付型奨学金を導入することを提言します。

給付型奨学金を拡充し、

「貸与から給付へ」を加速化する。

大学院修士課程・博士課程学生にも

給付型奨学金を導入する。
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提言

5

主 旨 説 明

　日本学生支援機構の奨学金を利用する場合は、人的保証か機関保証を選択す

ることになります。人的保証を選んだ場合、連帯保証人には親などの親族がなる

ことが多く、その結果、本人が返済できない場合に、歳を取った親などが年金か

ら無理な返済を続けるというケースを生み出しています。また、制度内の救済手

段が極めて不十分なことから、返済ができない利用者は最終的には自己破産等

の法的債務整理手続を取らざるを得ないことが多いのですが、保証人である親

や親族に迷惑をかけたくないとして、自己破産に踏み切れないケースが多いの

が現状です。今日、安定した仕事に就けないリスクが飛躍的に拡大していること

などを考えれば、人的保証の制度は保証人に過度の負担を課すものになってい

ます。また、親などが保証人になるのを求めることは、最終的には教育費の負担

を親が背負うことになり、教育費を社会全体で負担すべきという理念にも反しま

す。したがって、人的保証は廃止すべきだと考えます。

　また延滞金は、返済ができるにもかかわらず返済をしないことに対するペナル

ティという性格がありますが、延滞者の多くは所得が低く、非正規雇用の割合が

多いことを考えれば、返したくても返せないのが実情で、そこに延滞金を付加す

ることには正当性がありません。延滞金の即時廃止を求めます。

　また、返還の猶予期限は最長10年となっていますが、経済的困難が理由で猶

予を認める場合などに、利用年数の制限を求めるのは不合理です。このような期

間制限は廃止すべきです。

　所得連動型返還制度については、有利子奨学金利用者にも対象を拡大し、そ

の具体的制度設計については、返済月額を利用者の家計状況に応じた無理のな

貸与型奨学金制度の改善を実行する。

具体的には人的保証の廃止、延滞金の廃止、

猶予期限の撤廃、所得連動返還型奨学金の改善を実現する。

あわせて、奨学金返済への税制支援など、

既に返済している方々への負担を軽減する。
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いものにするとともに、有利子の場合における利息負担の軽減、一定期間返済を

継続した後の残額の返還免除等もあわせて検討し、利用者が真に利用しやすい

ものにすべきです。

　奨学金返済は中間層にとっても負担が大きくなっていて、頑張って無理に返済

を続けることが、結婚や出産をあきらめるなど少子化の一因ともなっています。

このため、奨学金返済への税制支援を行うなど、返済困難者への支援だけでな

く、返済者全体の負担を軽減することも重要です。
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提言

6

主 旨 説 明

　高校卒業後の就職者が減少し、高卒者を一人前の労働者に育てる職場が急速

に減少しています。こうしたなかで高校卒業後、労働市場に出る前に一定の職業

能力を身につける教育機関の必要性が高まっています。また、20％未満となって

いる高卒後即就職という進路は、1990年代と比べると十分な収入を得られない

状態であることは明らかであり、非常にリスクが高いことが求人数や賃金から分

かります。したがって、高卒後の職業訓練の機会を保障することが重要です。一

方で、社会人においても企業における終身雇用の再編や、未婚・離婚・独身女性

の増加による女性の継続就業の必要性や再就職ニーズの高まりなど、一旦労働

市場に出た後で、職業能力を身につけるために「学び直し」を求めている人々は

増えています。

　これに対して現在、国公立の職業訓練校の校数や定員は少なく、こうした新し

いニーズを十分に満たせていません。このニーズを満たすために、国公立の職業

訓練校の拡充（校数増・定員増）を実現すべきです。さらにその授業料は無償であ

ることが望ましいと考えます。また、在職者訓練については、訓練希望者の多様

な実情に対応できるよう受講資格を見直し、講座開設時間を多様化（夜間部の

開設等）して講座数を大幅拡大すること、そして、職種の経験や知識の有無に応

じた段階的な講座体系をつくることが必要です。

高校卒業生や社会人を対象とする

職業教育の充実を図る。

具体的には国公立の職業訓練校の

拡充（校数増・定員増）を実現する。
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提言

7

主 旨 説 明

　国立大学が4年制大学全体のヒエラルキーの上位を占めていること

から、高所得世帯出身者ほど、公的予算が多く投入される国立大学に通

うことができ、低所得世帯ほど公的予算が投入されない私立大学や専
門学校に通うという税の逆移転現象が生じています※6。特に東京をは

じめ、人口の多い都市部の伝統ある国立大学（旧帝国大学など）には、

高所得世帯出身の学生が集まる傾向があります。大都市の国立大学が

全国から受験生を集める偏差値の高い大学であるために、多くの人々

が安い学費で通える高等教育機関から排除されているのが現状です。

学費の安い高等教育機関が低所得世帯出身者にとって狭き門となって

いることが、リスクの高い高卒即就職を選ばざるを得ない若者を生み

出す一つの要因ともいえるでしょう。安価で教育条件が良く、職業資格

を得られる高等教育機会を拡充することが必要です。

　税の公正な配分を考えれば、低所得世帯出身者が通える公立の高等

教育機関を設置することが必要です。すでに近年、増えている公立大学

が、低所得世帯出身者の進学先として一定の役割を果たしていますが、

周辺の私立大学よりも選抜度が高いケースも多く、低所得世帯出身者

の高等教育機会を十分に満たしているとは言えません。

　低所得世帯出身者の高等教育機会の拡充に加えて、高等教育機関や

就業場所が地域によって偏在していることから、若年層の人口流出が

社会問題となっており、「地域の社会的教育」の必要性が高まっていま

す。すべての人が年齢を問わず、高等教育で平等に学べる社会を目指

すには、公が責任をもって誰でも行ける「学びの場」を提供することが

必要です。

全国の人口50万～100万人以上の都市・自治体※5に、

職業訓練（資格取得）と進学のニーズを満たす

公立のコミュニティ・カレッジ（短大）を設置する。
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　そこで全国の50万～100万人以上の人口規模の都市や自治体に、職

業訓練（資格取得）と進学のニーズを満たす公立のコミュニティ・カレッ

ジ（短大）を設置することを提言します。専門高校卒で継続して同じ職

業を学習する場合は1年、普通高校卒等は2年、特に専門性を要する場

合には3年の期間、学ぶことを想定します。高校既卒者、大卒者、社会人

を積極的に募集し、職業訓練の分野については、それぞれの地域の産

業構造を考慮して設定します。学費は無償が望ましく、どんなに高くて

も現在の国立大学学費の半額以下とすることが必要です。

※5	 2022年10月1日現在、日本国内の100万人以上の自治体と50万人以上
100万人未満の自治体は下記の通り。

● 日本国内の100万人以上の自治体
 ● 日本国内の50万人以上100万人未満の自治体

2022年10月1日現在

千葉県
千葉市

宮城県
仙台市

埼玉県
さいたま市

神奈川県
川崎市
神奈川県
横浜市

愛知県
名古屋市

京都府
京都市

大阪府
大阪市

兵庫県
神戸市

広島県
広島市

福岡県
福岡市

新潟県
新潟市

千葉県
船橋市

埼玉県
川口市

神奈川県
相模原市

静岡県
静岡市

静岡県
浜松市

大阪府
堺市

岡山県
岡山市

兵庫県
姫路市愛媛県

松山市

福岡県
北九州市

熊本県
熊本市

東京都
八王子市

鹿児島県
鹿児島市

栃木県
宇都宮市

北海道
札幌市
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※6	 世帯収入が少ないほど、大学進学（国公立と私立大学の合計）を希望する
割合が低い。この傾向は（授業料の比較的低い）国公立大学においても確
認できる。650万円未満の世帯は、平均よりも低い。

＊「全体」には，世帯収入が不明な者（n=62 ）を含む
＊「私立大学」には，進路（予定）が「外国の学校」（n=12 ）の者（全て「大学」希望者）が含まれる

世帯収入別の高校卒業後の進路希望

全体
（n=4930）

400万円未満
（n=1024）

400万円以上～
650万円未満（n=1229）

650万円以上～
850万円未満（n=985）

850万円以上～
1050万円未満（n=821）

1050万円以上
（n=809）

国公立大学 私立大学 短大・専門等 就職・他・未定
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2.34.842.050.8

4.610.541.343.6

7.812.738.640.9

10.718.836.134.3

15.125.034.325.6

8.615.138.038.2

出典 文部科学省・国立教育政策研究所「高校生の進路に関する保護者調査」（令和3年度）より
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